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厚生労働科学研究費補助金（成育疾患克服等次世代育成基盤研究事業） 
突然の説明困難な小児死亡事例に関する登録・検証システムの確立に向けた 

実現可能性の検証に関する研究 
（主任研究者 溝口 史剛） 

  

分担研究 小児死亡発生時の救急医療と小児医療の連携体制の構築に関する研究 

「わが国における小児救急医療の場面における、Child Death Review(CDR)の実施とその問題

点に関する研究」 

 

研究分担者  神薗淳司（北九州市立八幡病院小児救急センター） 

研究協力者  佐藤厚夫（横浜労災病院こどもセンター小児科）   

 

研究要旨 小児の死亡は家族や地域社会におよぼすインパクトが大きく、その発生の予防の

ためには関連する機関が適切な施策を講じる必要がある。そのためには死亡発生の正確な把

握と、可能な限りの正確な死因やリスク要因の把握は欠かすことができない。わが国におけ

るChild Death Review(CDR)の実施とその問題点に関する研究が急務である。本邦の救急医

療におけるとくに監察制度のない地域における死因究明に関する課題を抽出した。既存研究

からの報告レビューをもとに成人救急医療に搬送される死亡症例の実態を把握するための研

究デザインを探り、小児専門施設および小児救命センターとの連携の現状と課題を抽出し

た。小児死亡事例に関する登録・検証システムの確立に向けた救急医療の課題を総括し、

2017年度での具体的調査研究デザインを示した。 

A. 研究目的 

小児の死亡は家族や地域社会におよぼす

インパクトが大きく、その発生の予防のた

めには関連する機関が適切な施策を講じる

必要がある。すなわち死亡発生の正確な把

握と、可能な限りの正確な死因やリスク要

因の把握が不可欠である。小児死亡事例に

関する登録・検証システムの確立に向けた

救急医療の課題を抽出した。 

まず、小児救急医療現場における本邦の

死因究明に関わる障碍とくに非監察医制度

地域の実態を抽出した。次に既存研究から

の報告レビューをもとに成人救急医療に搬

送される死亡症例の実態を把握するための

研究デザインを探り、小児専門施設および

小児救命センターとの連携の現状と課題を

抽出した。最後に小児死亡事例に関する登

録・検証システムの確立に向けた救急医療

の課題を総括し、2017 年度での具体的調査

研究デザインを示すことを目的とした。 

 

B. 研究方法 

 本研究では以下の 3つの項目に関して研

究を実施し、小児死亡事例に関する登録・

検証システムの確立に向けた救急医療の課
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題を総括した。次年度 2017 年度での具体

的調査研究デザインを考察した。 

１） 非監察制度地域における死因究明の

課題 

２） 救命救急センターおよび小児専門施

設および小児救命センターの連携実

態の既存研究調査と死亡発生調査研

究の課題 

３） 救急医療における小児死亡登録検証

に向けた現状把握と意識アンケート

調査原案の作成 

 

C. 研究結果および D. 考察 

１）非監察制度地域における死因究明の

課題（北九州市立八幡病院小児救急セン

ターにおける調査研究） 

資料 A）参照 

 

 子どもの死因究明の意義を議論する上

で、子どもの死因究明の必要性と大人の死

因究明の必要性の相違を考察する必要があ

る。以下の 3つの点に関して小児特有死因

究明の必要性が存在する。（１）潜在する

身体的虐待・犯罪死の防止（２）残された

同胞・家族へのグリーフケア（３）突然死

に潜む循環器・代謝・感染症等の基礎疾患

の遺伝的背景鑑別である。 

 一方で、異状死、すなわち「外因による

死亡」「外因による傷害の続発症、あるい

は後遺障害による死亡」「診療行為に関連

した予期しない死亡、およびその疑いがあ

るもの」「死因が明らかでない死亡」に対

する原因究明には、医療機関と警察との連

携が不可欠である。 

 法的整備として平成 25年 4 月 「警察等

が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に

関する法律」新法解剖は遺族の承諾なしに

警察署長が職権で施行できる解剖として活

用されている。学会レベルでの検証制度導

入に向けた動きもある。平成 27 年 9 月に

は子どもの死亡事例検証制度導入骨子

(CCDR チャイルド・デス・レビュー)運営ガ

イドライン JaSPCAN 子ども虐待医学会が発

表された。 

 このような社会的学問的動向を踏まえ、

今回、非監察医制度地域に立地する当小児

救急センターで経験した異状死を抽出し、

死因究明のための司法解剖の実態を調査し

た。さらに警察・法医学機関との連携の課

題を検討した。 

  

研究目的：非監察医制度地域における 

子どもの異状死に対する死因究明の実態と

課題 

 

対象：2010 年以降の 5年間で当院小児救急

センター死亡した 15 歳未満の小児例 

 

研究方法：単一施設・カルテ記載による後

方視的検討  

検討項目：死亡原因調査・検視および警察 

 

結果： 

 2010 年以降の 5年間で死亡した小児 28

症例を対象に、死亡原因や警察介入の有無

や剖検の有無などについて後方視的に検討

した。 

（１）対象となる異状死：調査期間全死亡

28 症例中、内因死：11名・外因死：6名・

不詳死：11 名であった。外因死と不詳死を

合わせた 17 例中：蘇生に反応せず ER で死

亡を確認されたものは 13例であった。 

（２）解剖実施率：13例中 6例（司法解

剖：5例・病理解剖：1例）であった。 
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（３）司法解剖の結果報告の実態：全例解

剖実施後日に連絡を受けているが、診断名

のみで詳細な内容まで報告されていなかっ

た。 

（４）非解剖例の実態：11 例全例検死後に

司法解剖の対象ではないとの判断であっ

た。蘇生治療後に入院し後に死亡した症例

３例のうち 1例は、原因不明の CPA で来院

して入院後に死亡確認されているが、異状

死としての警察への通告を実施したが、検

死介入もなされなかった。 

 

考察と結語：司法解剖が選択されたのは半

数以下であった。さらに司法解剖の結果に

ついても詳細は報告されず医療側での振り

返りが困難な状態であった。虐待も視野に

入れた子どもの異状死では、医療機関と警

察さらに法医学機関による多機関連携シス

テムの構築が急務である。 

 一方、入院症例では蘇生後管理が重要視

され、警察への連携を行うことが疎かにな

っている可能性が考えられた。蘇生後管理

中、継続的な医療側の警察への働きかけも

不可欠である。 

 

２）救命救急センターおよび小児専門施

設および小児救命センターの連携実態の

既存研究調査と死亡発生調査研究の課題 

 

 先の研究で明らかになった非監察医制度

地域「司法解剖非実施異状死」研究では、

検視後解剖率 35%（北九州市立八幡病院小

児救急センターの成績）に留まっていた。 

 このような監察医制度のない地域での死

因究明を確かに高い質を補完する方法は、

死因究明のための 2本の矢として悲嘆する

家族に寄り添い承諾を得る努力をする死因

究明のための病理解剖を強く勧める方法で

あり、現場医療機関の努力が不可欠であ

る。本邦での病理医や法医学医の見解の統

一も求められる。もう一つは、死亡事例検

証モデルの全国的な展開の手段を増やす方

法である。 

 

死因究明としての SIDS 症例検討会の開催 

院内・地域での臨床病理検討会開催や地

域大学法医学教室との定例会を開催し、ケ

ース毎にフィードバックを行うことを目指

す必要がある。 

 

残された同胞・家族へのグリーフケア 

突然死に潜む循環器・代謝・感染症等の

基礎疾患の鑑別さらに犯罪性がない場合、

法医・病理医の組織学的議論検討の内容を

家族・同胞に説明する義務も存在し、その

説明は蘇生医療の社会的責任とも解釈でき

る。 

 子どもの蘇生医療の現場となり得る成人

を中心とした救急医療（成人救命救急セン

ター）の実態と小児専門医療施設（小児救

急センター）の実態のバランスを評価して

おく必要がある。 

 平成 27 年度厚生労働科学研究費補助金

地域医療基盤開発推進研究事業 「小児救

急・集中治療提供体制構築およびアクセス

に関する研究(H27-医療-一般-004)」            

分担研究報告書 分担研究課題名：既存の

成人救命救急センターと小児専門施設及び

小児救命センター との連携強化について 

をレビューして今後のわが国における

Child Death Review(CDR)の実施とその問

題点に関する研究での調査の課題を探索し

た。 
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 2007 年調査（JAAM 小児救急特別委員

会）に比較してアンケート回答数が減少し

たものの、現在の成人救命救急センターで

の小児患者に対する診療提供体制が把握さ

れている。救命救急センターの立地条件に

より小児救急医療の提供体制に変化が認め

られる可能性があるため近隣に他の救命救

急センターが存在するかどうかを設問に加

えている。今回回答頂いた施設の分布をみ

ると、近隣に 2 施設以上救命救急センタ

ーが存在する都市部の救命救急センターか

らの回答がやや多いことから地域を考慮し

ない集計では都市部の救命救急センターの

現状を反映している可能性がある。 

 小児患者の診療状況については、2007 

年調査（JAAM 小児救急特別委員会）と比

較すると、1 次から 3 次までの診療を担

う施設よりも主として 2 次〜3 次の小児患

者に対応する施設の割合が多くなってい

た。地域別にみると、都市部では小児入院

数と外傷患者や重症患者入院数と相関関係

を認めていることから、外傷や重症患児に

ついては小児専門施設ではなく、これらの

疾患の診療に長けている救命救急センター

へ搬送し初期診療を行う体制が構築されて

いる過程にあるものと考える。 

 一方で、近隣に救命救急センターが存在

しない地域では、内因性・外因性や重症度

に関わらず小児患者を受け入れていると考

えられる。その結果、小児専門施設で対応

してもらうのが望ましい患児の転院搬送数

との相関が認められている。 

 地域別にみると小児に対する救急医療の

提供体制は、平成 21 年 7 月 8 日に 出

された「重篤な小児患者に対する救急医療 

体制の検討会中間とりまとめ」にも示され

た 超急性期の医療を救命救急センターが

提供する役割を反映している。 

 急性期以降の治療を小児救命救急センタ

ーや小児専門施設に依頼する場合の問題と

して搬送が挙げられるが、2007 年調査

（JAAM 小児救急特別委員会）と比しても

搬送プロトコールの整備は進んでいない。

搬送にかかる人員や費用の問題も今後検討

が必要な課題である。 

 小児専用病床は 2007 年調査（JAAM 小

児救急特別委員会）と同様に救命救急セン

ターや ICU 内に以外に小児集中治療室の設

置が進んでいた。 

 救命救急センターと小児専門施設の連携

が必要であるが、その指標として地域での

小児救急カンファレンスの有無を確認した

が有ると回答したのは 27%に留まってい

た。無いと答えた施設でもカンファレンス

が存在すれば参加するという前向きな意見

が多いことから、救命救急センターと小児

専門施設が連携をとる場としてカンファレ

ンスの存在は有意義であると考えられた。 

 上記報告書の考察からも理解出来るよう

に地域医療を考慮したアンケートすなわち

搬送医療の実態を踏まえた正確な死因究明

調査研究が臨まれる。そのためには、通常

の子どもの重症内因系・外因系事例および

CPA 発症後搬送プロトコ-ルに基づいた死因

究明調査研究調査が不可欠となる。 

 

３）救急医療における小児死亡登録検証に

向けた現状把握と意識アンケート調査原案

の作成 

資料 B）を参照 

 

 日本小児科学会で施行した小児死亡登録

検証のパイロットスタディーである



 - 97 -

https://www.jpeds.or.jp/uploads/files/sho1

20_3_P662-672.pdf では、予防可能性の

ある小児死亡が 27.4%に上るとの結果が示

された。しかしこのパイロットスタディー

では、人口動態調査と比較した場合のその

死亡把握率は、5 歳未満で 78.6% 、5 歳以

上 15 歳未満で 67.5%であり、小児医療者

のみを対象とした場合では、少なくない割

合で小児死亡事例の把握に「漏れ」が生じ

ることが示唆され、救急部門や法医学部門

などとの連携の必要性が示唆された。アン

ケート調査では、救急部門における小児死

亡事例の取り扱いの実態調査と小児科を有

する施設における小児死亡事例が発生した

場合の救急部門と小児科との連携の実態を

調査し、よりよい小児死亡登録検証制度構

築のあり方を模索する基礎的資料とする。 

 

E. 結論 

事故による傷害死の具体的な事例を取り

上げ、情報は、いつ、どこから得られ、情

報の内容としてどのような情報が得られる

のかについて後方視的に検討した。その結

果、刑事裁判になると、ほぼすべての情報

が収集され、また裁判の場でほぼすべての

点について厳密に検討が行われていること

がわかった。刑事裁判は、傷害による死亡

の責任を明確にするシステムであるが、

CDR の役割は「次の死亡を予防する」ため

のシステムである。CDR を行うにあたって

は、死亡発生前後の詳細な情報を入手する

システムを構築する必要があり、そのため

には警察の捜査情報を入手する方策を検討

する必要があることがわかった。 

 

F. 健康危険情報 

該当なし 

G. 研究発表 

論文 

発表なし 

１）に関しては日本小児救急医学会雑誌に

投稿予定 

 

学会発表 

１）第 8回日本子ども虐待医学会 学術集

会 福岡 平成 28年 7月 23 日(土) 

北九州市立八幡病院 小児救急センター 

神薗淳司：北九州市立八幡病院における 

「児童虐待防止医療ネットワーク事業」の

取り組みと課題 

２）非監察医制度地域における子どもの異

状死に対する死因究明の実態と課題 

第 29回日本小児救急医学会 発表 

北九州市立八幡病院 小児救急センター 

沖剛 神薗淳司 青砥悠哉 小林優 森吉

研輔 増井美苗 福田信也 天本正乃 市

川光太郎 

 

シンポジウム発表 

１）厚労省科研費班研究事業ワークショッ

プ・シンポジウム防げる死から子どもを守

るために〜虐待死の検証から全ての子ども

の死の検証へ〜2017 年 1月 29 日 東京 

北九州市立八幡病院小児救急センター 神

薗淳司：「子どもの死因究明に 

救急医療はどう立ち向かうか医療行為の一

環としてのチャイルドデスレビュー」 

 

書籍発刊 

なし 

 

H．知的財産権の出願・登録状況 

（予定を含む） 

 なし 
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資料 A: 非監察制度地域における死因究明の課題（北九州市立八幡病院小児救急センター

における調査研究）(1/2) 
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資料 A: 非監察制度地域における死因究明の課題（北九州市立八幡病院小児救急センター

における調査研究）(2/2) 
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資料 B）救急医療における小児死亡登録検証に向けた現状把握と意識アンケート調査原案 
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